
標記について、健康保険法(大正Ⅱ年法律第70号)第160条第1項の規定に基づき、

都道府県単位保険料率の変更がある都道府県について、以下のとおりとする。

令和7年度都道府県単位保険料率について

1 都道府県単位保険料率
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(参考)令和7年度都道府県単位保険料率の令和6年度からの変化
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医療給付費に

ついての調整後の

保険料率

(ヨ十b)

令和7年度都道府県単位保険料率の算定につぃて
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第134回全国健康保険協会運営委員会(令和7年1月29日開催)

における保険料率に関する意見の概要

0 令和6年度の決算見込みについて、5,000億円を超える大幅な黒字であ

り、見込み通りであれば令和7年度末には準備金が6兆円となる。前回

の運営委員会で準備金の考え方を示していただき、運営委員から様々な

意見があったが、今後、準備金の議論を加速させていかなけれぱいけな

い。医療費の予測を踏まえ、長期的な視点で財政計画を策定することが

重要であり、準備金の状況を分かりやすく公開し、理解と信頼を得るこ

とが必要である。

06兆円の準備金について10年で枯渇するかもしれないというのは、我々

経済団体からすると気になるところである。一般的な会社であれぱ、経

営状況が10年で悪くなる力唄宇金はいっぱいあるという経営は、ステーク

ホルダーからすると容認しがたい。

0 できる限り長く 10%を超えないよう、中長期的に安定した財政運営を

目指す観点から、令和7年度平均保険料率の10%維持に異論はなく、法

令に基づき算定した都道府県単位保険料率と承知している。

一方、事務所で加入者に保険料率を周知する健康保険委員の立場から

すると、広報の対象となる加入者が保険料率に関する知識、理解が深ま

るような、わかりやすい広報に取り組んでいただくことが重要と考えて

いる。

0 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見に反対の意見なし

とのことで安心した。異論はない。

0 都道府県単位保険料率について、料率格差が今年度よりも広がっている

ところは課題。支部の地域医療への働きかけを強化していただきたい。

また、上げ幅が大きい支部もあるところである。そうした中で支部の意

見を見ると、支部間格差の縮小や保険料率の安定化、都道府県単位保険

料率の算定方法、インセンティブ制度の見直しについて声が上がってい

る。こうした支部の意見も受け止め、料率の格差解消に向け、縮小に向

けた研究、取り組み等をお願いしたい。

0 令和7年度都道府県単位保険料率について、最高料率と最低料率の差が

令和7年度は 1.34%となっており、令和6年度の 1.07%より支部間格差
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が広がっている。この差が国民皆保険の立ち位置で、どこまで平等性を

持っているのかというところもある。

インセンティブ制度についても協会けんぽからの広報で事業主や加入

者が反応して健康増進することで料率が増減に結びついているのかいさ

さか疑問である。今後は、理解しづらい仕組みであるとの声も上がって

いることから現行の仕組みについて見直しをする余地がある。

0 支部間格差に,おいて議論がされているが、年齢や所得の調整、過去の精

算分を踏まえられており、公正面の観点で考慮されているから支部から

の意見がおおむね賛成となっているものと理解している。

準備金に関して、運用との意見が散見されており、難しいと思うが、

少なくとも経済状況に応じた準備金の位置づけの整理は必要であると感

じる。

0 インセンティブ制度の検証も前回調査から5年経過しており、検証の結

果として持ち出すのはよろしくない。現状をしっかり検証すべきである。
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